神戸市家計改善支援事業委託仕様書
１．件名
神戸市家計改善支援事業

２．委託期間
令和８年４月１日から令和11年３月31 日まで

３．事業目的
[bookmark: _GoBack]家計の収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者・生活保護受給者を対象に、専門的な観点から適正な家計収支への助言・指導等のきめの細かい支援を実施し、支援対象者の家計管理能力の向上を図り、早期に生活を再建させることを目的とする。

４．業務内容
(１)人員体制
本事業を行う事業所は、ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー、もしくはそれに準ずる能力等を有する者を６名以上（常勤換算）配置すること。
 (２)実施場所
各区保健福祉部生活支援課、北神区役所保健福祉課、北須磨支所生活支援課、更生センター（以下、「区」という。）、その他区が認めた場所
(３)支援対象者
区において、家計に課題があると判断された生活困窮世帯・生活保護受給世帯。
(４)事業の実施日及び時間、休業日
実施日及び時間 週５日（月～金曜日）午前８時45分～午後５時30分
休業日 週２日（土曜日・日曜日）、祝日、年末年始
※原則として以上のとおり定めるが、事業の展開により、柔軟に運用すること。
(５)事業内容
以下の①～⑤の支援を行う。なお、１ヶ月あたりの面談回数は概ね150回を想定している。（令和６年度：事業利用者数約500名、面談回数約1,500件/年。）
1 家計管理に関する支援
相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表等を活用して、家計の見える化、及び出　納管理の支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。
2 滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
アセスメント段階で聞き取った支援対象者の家計の状況、滞納状況などを勘案して、徴
収免除、分割納付、貸付斡旋等の可能性を検討し、自治体の担当部署や事業所等との調整
や申請等の支援を行う。あわせて、各種給付制度等の利用に向けて様々な提案を行う。
3 債務整理に関する支援
多重・過重債務等により債務整理が必要な者等に対しては、法律家や専門家への相談を
検討・提案し、法テラスや消費者センター等へ同行して債務整理に向けた支援を行う。
4 大学等への進学に対する支援
生活保護受給世帯のうち、大学等への進学に伴い自立が見込まれる高校生がいる世帯に対して、進学に要する費用に関する相談・助言、利用可能な奨学金や貸付制度の紹介を行う等、進学に関する相談・助言を行う。また、転居して自宅外からの通学を検討している場合には転居費用や転居後の生活費用の概算を示す等、家計に関する相談・助言を行う。
5 住居確保給付金（転居費用）の相談
　住居確保給付金（転居費用）の相談者に対して、家計表やキャッシュフロー表等を活用することにより、家計の改善のために転居が必要かどうか、転居費の捻出が可能かどうか、住居確保給付金（転居費用）の支給要件を満たすかどうかを確認する。
支給要件を満たす場合は、住居確保給付金要転居証明書及び上記が確認できる資料（相談時家計表及び転居後の家計表、その他必要に応じて、転居前後のキャッシュフロー表、家計再生プラン等の写し）を相談者に交付の上、転居後の住居の家賃額として適切な額を助言する。
※ 初回面談においては、原則、相談支援員・ケースワーカーが同席で対応すること。
２回目以降の面談においては、電話やメール等により相談者へ事前に面談日の確認を行うことにより、確実に面談を実施できるよう工夫すること。
⑥　区や関係機関との連携
本事業の実施にあたっては、区や関係機関との連携を図ること。また、区で実施される支援調整会議に参加するとともに、区からの求めに応じて支援状況等の必要な報告を行うものとする。なお、その他、相談支援員・ケースワーカーを対象とした家計相談支援に関する研修の実施、家計改善支援事業に関するパンフレットの作成等を行う。
５．情報の取り扱いに関する事項
(１)事業の実施にあたって取り扱った個人情報については、神戸市が定める委託契約書第29条
    及び第30条に基づき守秘義務を課す。なお、業務履行後及び業務から退いた後も同様とす
る。また、個人情報を含む書類等の紛失がないよう万全を期すこと。
(２)個人情報保護の措置について、「個人情報保護法」及び「神戸市情報セキュリティーポリ
シー」の規定を遵守すること。
(３)電子計算機により情報を取り扱う場合の措置について、「個人情報保護法」及び「神戸市情報セキュリティーポリシー」の規定を遵守すること。
※神戸市情報セキュリティポリシー
https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
また、 本委託契約に関する情報の取扱いについては、『情報セキュリティ遵守特記事項』に定める事項に留意すること。

６．その他の確認事項
(１)事業の実施にあたっては、契約書・実施要領(別に定める)等のほか、国の定める「家計改善支援事業の運営の手引き」等各種規定に基づいて行うものとし、関係法令を遵守すること。
(２)本事業については、厚生労働省のホームページにより詳細を把握した上で、業務を実施すること。
(３)必要に応じ、厚生労働省等が指定する研修等を受講すること。この場合、研修等にかかる経費については、受託者が負担すること。
(４)受託者は、翌月10日までに、神戸市福祉局くらし支援課（以下、「市」という。）が定める事業実績報告書を提出すること。
(５)受託者は、年度末に、この契約の履行に関して履行状況を報告しなければならない。履行状況の報告は、事業実施の実績報告に加えて、事業に係る収支決算報告を含むものとする。
(６)受託者は、関係書類及び次に掲げる帳簿等を保管し、必要に応じて区に報告するものとする。
ア 契約書（写）及び仕様書　イ　会計関係書類　ウ　事業計画　エ　事業実績記録・統計　オ　利用者関係書類　カ　その他必要書類
(７)市又は区が事業運営に必要な資料の作成や報告を求めた場合は、速やかに資料の作成や報告を行うこと。
(８)受託者は、仕様書に明記がない場合であっても、実施要領の趣旨に照らし必要と認められる業務は、市・区と協議の上誠実に履行するものとする。
(９)契約期間の終了等に伴い受託者が他の事業者に変更となる場合は、市の指示に従い、受託者は自己の負担において新事業者へ業務の引継ぎを実施しなければならない。受託者は業務を新事業者に引き継ぐ際には、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等については無償で提供しなければならない。
(10)受託者は、本事業の遂行にあたり必要に応じて、市・区との協議を申し入れることができる。
(11)実施過程において、市に対し中間報告を行うこと。
(12)その他疑義がある場合には、別途市・区と協議することができる。
(13)本件にかかる予算が成立しない場合、本市は契約を締結しない、あるいは契約を解除することができる。
